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〔参考〕指定地域・・・児島湖流域図
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【湖沼水質保全特別措置法第三条第一項及び第二項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域】

岡山県の区域のうち、

【岡山市】

京山一丁目、京山二丁目、谷万成一丁目、谷万成二丁目、万成東町、万成西町、山門東町、

三門中町、三門西町、巌井宮裏、関西町、葵町、巌井一丁目、巌井二丁目、西崎本町、西

崎一丁目、西崎二丁目、高柳東町、高柳西町、矢坂東町、矢坂本町、矢坂西町、大安寺東

町、大安寺中町、大安寺西町、大安寺南町一丁目、大安寺南町二丁目、東野山町、西野山

町、北長瀬本町、日吉町、野殿東町、野殿西町、南方一丁目(市道一一号以西の区域に限

る。)、南方二丁目(市道八号以西の区域に限る。)、南方三丁目(市道三三三九号以南で市

道一〇号以東の区域を除く。)、南方四丁目、南方五丁目、岩田町、富田町一丁目、野田

屋町一丁目(市道一一号以西の区域に限る。)、野田屋町二丁目(市道一一号以西の区域に

限る。)、駅前町一丁目、駅前町二丁目、本町、錦町、平和町、幸町、柳町一丁目、柳町

二丁目、田町一丁目(市道九五号以西の区域に限る。)、田町二丁目(市道九五号以西の区

域に限る。)、中央町(市道九五号以西の区域に限る。)、伊福町一丁目から伊福町四丁目

まで、奉還町一丁目から奉還町四丁目まで、国体町、伊島町一丁目から伊島町三丁目まで、

伊島北町、清心町、絵図町、いずみ町、津倉町一丁目、津倉町二丁目、駅元町、寿町、富

町一丁目、富町二丁目、昭和町、下伊福一丁目、下伊福二丁目、下伊福上町、下伊福本町、

下伊福西町、中井町一丁目、中井町二丁目(旭川の河川区域を除く。)、大和町一丁目、大

和町二丁目、学南町一丁目から学南町三丁目まで、玉柏(旭川の河川区域を除く。)、畑鮎、

原(旭川の河川区域を除く。)、宿(旭川の河川区域を除く。)、金山寺、高野尻、北方一丁

目から北方三丁目まで、北方四丁目(旭川の河川区域を除く。)、三野一丁目(旭川の河川

区域を除く。)、三野二丁目(旭川の河川区域を除く。)、三野三丁目、三野本町(旭川の河

川区域を除く。)、宿本町、半田町、法界院、津島東一丁目から津島東四丁目まで、理大

町、津島中一丁目から津島中三丁目まで、津島新野一丁目、津島新野二丁目、津島南一丁

目、津島南二丁目、津島桑の木町、津島福居一丁目、津島福居二丁目、津島本町、津島西

坂一丁目から津島西坂三丁目まで、津島笹が瀬、津島京町一丁目から津島京町三丁目まで、

津島、下石井一丁目、下石井二丁目、桑田町、大供一丁目から大供三丁目まで、大供表町、

大供本町、鹿田町一丁目、鹿田町二丁目、鹿田本町、厚生町一丁目から厚生町三丁目まで、

春日町、大学町、東古松、東古松一丁目から東古松五丁目まで、東古松南町、西古松、大

元駅前、奥田、奥田本町、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田南町、奥田西町、神田町一丁目、

神田町二丁目、島田本町一丁目、島田本町二丁目、東島田町一丁目、東島田町二丁目、中

島田町一丁目、中島田町二丁目、西島田町、新屋敷町一丁目から新屋敷町三丁目まで、西

之町、野田一丁目、野田、北長瀬、万倍、米倉、当新田、西市、新保、富田、泉田、今村、

西長瀬、中仙道、田中、辰巳、下中野、平田、久米、今保、白石、白石東新町、白石西新

町、花尻、花尻あかね町、花尻ききよう町、花尻みどり町、西古松一丁目、西古松二丁目、

西古松西町、大元上町、大元一丁目、大元二丁目、野田二丁目から野田五丁目まで、今一

丁目から今八丁目まで、上中野一丁目、上中野二丁目、北長瀬表町一丁目、東中央町、南

中央町、京町、京橋南町(市道一七四号以北の区域及び旭川の河川区域を除く。)、船橋町

(旭川の河川区域を除く。)、天瀬、天瀬南町、清輝本町、清輝橋一丁目から清輝橋四丁目
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まで、岡町、山科町、船頭町(旭川の河川区域を除く。)、二日市町(旭川の河川区域を除

く。)、下内田町、新道、旭町、旭本町(旭川の河川区域を除く。)、岡南町一丁目、岡南

町二丁目、七日市東町(旭川の河川区域を除く。)、七日市西町、十日市東町、十日市中町、

十日市西町、青江、豊成、福田、福成一丁目から福成三丁目まで、並木町二丁目(市道二

六八七号以西の区域に限る。)、築港栄町(市道二四四六号以西の区域に限る。)、築港新

町一丁目(市道二六八七号以西の区域に限る。)、築港新町二丁目、浦安西町、浦安本町、

浦安南町、郡(字弁天島、字松尾、字郡地先に限る。)、豊成一丁目から豊成三丁目まで、

福富東一丁目、福富東二丁目、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目から福富西三

丁目まで、福浜西町、新福一丁目、新福二丁目、豊浜町、浜野二丁目、浜野三丁目(四大

字用水以西の区域に限る。)、浜野四丁目(四大字用水以西の区域に限る。)、富浜町(四大

字用水以西の区域に限る。)、洲崎一丁目(市道二九〇四号以西の区域に限る。)、洲崎二

丁目(市道一三四三号以西の区域に限る。)、築港ひかり町、築港緑町一丁目から築港緑町

三丁目まで、南輝一丁目から南輝三丁目まで、日応寺(字狼穴及び字榎嵶を除く。)、三和、

富吉、田原、菅野(字藤ケ鳴を除く。)、高野(県道津高・法界院停車場線以北の区域及び

字松尾を除く。)、吉宗、栢谷、横井上、田益、富原、津高、横尾、長野、福谷、芳賀、

佐山、松尾、大窪、首部、楢津、一宮山崎、一宮、今岡、辛川市場、西辛川、尾上、高松

稲荷、平山、和井元、大崎、門前、福崎、下土田、高松田中、立田、高松、高松原古才、

小山、三手、高塚、吉備津、加茂、津寺、新庄上、新庄下、惣爪、東花尻、西花尻、川入、

納所、平野、庭瀬、中撫川、撫川、延友、大内田、大福、古新田、妹尾崎、山田、妹尾、

箕島、苔山、庄田、真星、掛畑(字先上成田、字道ノ坂、字山神谷、字仲田、字谷尻、字

上成田、字宮ノ前、字カミダ、字大門、字矢ノ坂、字ひげ坂及び字小竹を除く。)、河原、

東山内、間倉、西山内(字釆の山を除く。)、山上、上高田、石妻、日近、杉谷、下高田、

吉、大井、粟井、足守、下足守、上土田、西畦、曽根、中畦、内尾、東畦及び藤田に限る。)、

【倉敷市】

阿知一丁目から阿知三丁目まで、鶴形一丁目、鶴形二丁目、本町、東町、川西町、稲荷町、

南町、中央一丁目、中央二丁目、船倉町、向山、新田、白楽町、老松町一丁目から老松町

五丁目まで、田ノ上、田ノ上新町、沖、沖新町、堀南、西中新田、笹沖、吉岡、浦田、福

井(南部用水以東の区域に限る。)、東富井、西富井(南部用水以東の区域に限る。)、上富

井(南部用水以東の区域に限る。)、四十瀬(南部用水以東の区域に限る。)、安江(南部用

水以東の区域に限る。)、八王子町(南部用水以東の区域に限る。)、大内、川入、日吉町、

石見町、寿町、北浜町、日ノ出町一丁目、日ノ出町二丁目、浜ノ茶屋、浜ノ茶屋一丁目、

浜ノ茶屋二丁目、浜町一丁目、浜町二丁目、昭和一丁目、昭和二丁目、幸町、美和一丁目、

美和二丁目、大島、福島、平田、酒津(南部用水以西の区域及び同用水以東の高梁川の河

川区域を除く。)、黒石、八軒屋、粒浦、東粒浦、粒江(字種松山、字西鳥居、字真菰谷及

び字烏帽子岩を除く。)、粒江団地、中庄、中庄団地、黒崎、鳥羽、徳芳、羽島、二日市、

加須山、倉敷ハイツ、有城、亀山、帯高、西坂、浅原、生坂、三田、西岡、祐安、宮前、

青江、西田、五日市、中帯江、早高、高須賀、藤戸町天城、天城台一丁目から天城台四丁

目まで、藤戸町藤戸、児島由加(字化粧嵶、字磨、字笹谷、字根引ノ弐及び字榎之等を除

く。)、児島白尾、林、木見、串田、尾原、曽原(字長尾を除く。)、福江(字河本、字長池、
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字下番ノ木、字上番ノ木、字赤松、字小前、字大渡江、字磊田、字山王向、字山田、字平

林、字前田、字堂谷、字下之丈、字山崎、字本城、字地獄平、字カゲ平、字王子、字野神、

字新池尻、字池ノ内、字弓掛、字長通、字神田、字東弓掛、字弓掛谷、字弓掛上、字作田、

字大釜、字由加平、字木城平林、字大平及び字熊ノ道に限る。)、上東、下庄、栗坂、松

島、二子、山地、西尾、日畑、矢部、庄新町、茶屋町及び茶屋町早沖に限る。)

【玉野市】

八浜町大崎、八浜町八浜、八浜町波知、八浜町見石、東七区、南七区、東高崎、宇藤木、

用吉、木目、小島地、広岡、滝、永井、長尾(字池尻を除く。)、迫間、槌ケ原、東紅陽台

一丁目及び東紅陽台二丁目に限る。)、

【総社市】

井尻野(国道百八十号線以東の区域に限る。)、門田、小寺、総社、総社一丁目から総社三

丁目まで、中央一丁目、中央二丁目、駅前一丁目、駅前二丁目(中川以北の区域に限る。)、

井手、泉、福井、刑部、溝口(中川との交会点以北の国道百八十号線、同国道との交会点

以南の中川以東の区域に限る。)、真壁(字向畑、字硯橋、字赤根田、字ヨシキ田、字袋ノ

向、字袋ノ前、字井手ノ前、字出ノ向、字中溝、字中沼、字鳥形向、字切子田、字八田ケ

坪、字川崎、字築地ノ内、字鳥田、字倉田、字八神、字廣田、字石原東、字鷹田、字赤坂、

字仮宿子、字細通り、字石原前、字石原、字御野代に限る。)、三輪(字管元、字御船端、

字八田ケ坪、字管生谷、字船山、字船山東、字天満北、字東管生谷、字柳ケ坪、字天満山、

字鐘鋳場、字岩屋、字岩屋下及び字八丈岩に限る。)、北溝手、南溝手、金井戸、窪木、

長良、三須、上林、下林、赤浜、奥坂、東阿曽、西阿曽、久米及び黒尾に限る。)

【児島郡】

灘崎町

【都窪郡早島町】

【同郡山手村】

【上房郡賀陽町】

大字黒山に限る。

児島湖の区域


